
０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

市町村事業計画様式

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

事業名（事業メニュー） 事業概要

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

交付金等対象経費

弁護士に対する謝金（報償費）。

対象経費28年度
本予算

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

事業経費

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

弁護士による専門的な法律相談機会拡充【交付
金】

120 120 - 

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

1,528 1,528 - - 研修参加に係る旅費及び参加費（負担金）。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

消費者行政担当者（臨時職員）の配置にかかる賃金、
社会保険料（雇用主負担分）。

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

相談員・行政職員の国セン等主催の研修への参
加支援【交付金】

⑧消費生活相談体制整備事業
消費者行政機能を強化するための消費者行政担
当者（臨時職員）の配置【交付金】

16,428 

1,614 1,614 - - 

1,259 - 

消費者啓発用掲示板設置のための消耗品一式の購入
費（需用費）、船車券購入費・郵送料（役務費）、掲示物
印刷費（ＯＡ機器借上料）。講座用啓発冊子購入費（需
用費）。啓発用ﾏｸﾞﾈｯﾄｼｰﾄ増刷のための印刷製本費。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者教育の推進に関する法律を踏まえた消費
者被害の未然防止・拡大防止のための取組み【交
付金】

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

- 

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

19,690 3,142 1,379 合計

年度都道府県名 長崎県 市町村名 長崎市 自治体コード 422011 平成 28



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存） 市単独予算により月2回（第2・4木曜日）の弁護士相談を開催している。

（強化） 上記の月2回に加え、随時で利用可能な弁護士相談を月1時間（2コマ）拡充させる。

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 市単独予算により、国セン等が主催する研修に、相談員・行政職員が年間3回までしか参加できない。相談員が自費で研修に参加しているケースもある。

（強化） 国セン等が主催する研修へ、さらに年間16回参加できるようにする。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 市単独予算により、非常勤特別職の消費生活相談員を5名雇用している。

（強化） 上記の消費生活相談員に加え、消費者行政を円滑に行うための消費者行政担当者（臨時職員）を1名配置する。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 市民の消費問題への関心をより高める必要がある。特に被害の多い高齢者への啓発を広く行う必要がある。

（強化）
病院・診療所に消費者啓発用掲示板を設け、高齢者を中心に広く市民へ消費者問題の啓発を図る。学校向けの講座の配布資料として、啓発冊子を購
入する。消費者啓発用のマグネットシートを増刷し、消費者への啓発強化及びセンター認知度の向上を図る。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,259                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 -                       千円

人

うち先駆的事業 -                       千円

うち先駆的事業 -                       千円

-                       千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

人日

実施形態 自治体参加型 法人募集型

年間実地研修受入総日 人日

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

参加者数 人

年間研修総日数

34,014               

千円

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

1        1,265      

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        1,540  

対象人員数
（報酬引上げ）

-        

対象人員数計 追加的総費用

前年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算

2,586              

千円

千円

28,845             

4,521              

千円

千円

千円

千円-                       

31,431               

39,938               

20年度差

千円

前年度差 648                 千円-10,445           29,493             千円うち交付金等対象外経費



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

相談員数

人-            人 今年度末予定 -            相談員数

前年度における首長表明の有無 有

前年度末 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数

うち定数外の相談員 前年度末

前年度における雇止めの有無 無

人

-            

①報酬の向上

消費生活相談員の配置

うち委託等の相談員 前年度末

人

相談員数

5            

処遇改善の取組 具体的内容

5            

相談員数

今年度末予定 相談員数人 人

5            

-            人

5            

今年度末予定 相談員総数

今年度末予定

人

④その他

③就労環境の向上

○ 消費生活相談業務の遂行に必要な研修への参加費用を年間16回分支援する。②研修参加支援



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

市町村事業計画様式

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

事業名（事業メニュー） 事業概要

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

事業経費

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

869 869 旅費、出席負担金

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

国民生活センター等主催の研修会参加支援

⑧消費生活相談体制整備事業

1,815 1,815 グッズ等購入費、印刷製本費、配布手数料

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

啓発用グッズ等の購入、啓発用チラシの作成・配
布

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

- 

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

2,684 2,684 - 合計

年度都道府県名 長崎県 市町村名 佐世保市 自治体コード 422029 平成 28



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 県内での研修について旅費を支給する

（強化） 国民生活センター等主催の研修に相談員が数多く参加できるよう旅費を支援する

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） なし

（強化） 啓発用グッズ、パンフレット等を活用することにより、消費生活センターの認知度向上および出前講座の充実を図る

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

人

うち先駆的事業 千円

うち先駆的事業 千円

千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

人日

実施形態 自治体参加型 法人募集型

年間実地研修受入総日 人日

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

参加者数 人

年間研修総日数

14,872               

千円

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

前年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算

3,043              

千円

千円

11,986             

2,684              

千円

千円

千円

千円

15,029               

11,164               

20年度差

千円

前年度差 202                 千円1,024              12,188             千円うち交付金等対象外経費



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

相談員数

人人 今年度末予定 相談員数

前年度における首長表明の有無 有

前年度末 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数

うち定数外の相談員 前年度末

前年度における雇止めの有無 無

人

①報酬の向上

消費生活相談員の配置

うち委託等の相談員 前年度末

人

相談員数

3            

処遇改善の取組 具体的内容

3            

相談員数

今年度末予定 相談員数人 人

3            

人

3            

今年度末予定 相談員総数

今年度末予定

人

④その他

③就労環境の向上

○ 国民生活センター等主催の研修に相談員が数多く参加できるよう旅費を支援する②研修参加支援



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

28 年度都道府県名 長崎県 市町村名 島原市 自治体コード 422037 平成

1,198 合計

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

2,640 243 - 

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

1,198  人件費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

 研修会等への参加

⑧消費生活相談体制整備事業  消費生活相談員を１名配置 2,397 

243 243  旅費

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

対象経費28年度
本予算

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

事業経費

交付金等対象経費

事業名（事業メニュー） 事業概要

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

市町村事業計画様式

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

 消費生活相談員１名を配置し相談体制の充実を図る

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存）

（強化）   国民生活センター等が実施する研修会へ参加するための旅費支援

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金等対象外経費 -1,901             千円1,199              1,199              千円 20年度差 前年度差

千円

千円

3,100              

1,441              

千円

千円

千円

千円

追加的総費用

3,205                 前年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算

105                 

千円

1        2,397      

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        1,822  

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計

千円

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

実地研修受入人数

2,640                 

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

千円

研修参加・受入要望

参加者数 人

実施形態 自治体参加型 法人募集型

うち先駆的事業 千円

うち先駆的事業

人

千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,198                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

28年度　平日日数 243日×7時間30分（450分）



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

④その他

③就労環境の向上

○  国民生活センター等が実施する研修会へ参加させる②研修参加支援

人 人

2            

人

2            

処遇改善の取組

今年度末予定 相談員総数

今年度末予定

具体的内容

2            

相談員数

今年度末予定 相談員数

2            

①報酬の向上

消費生活相談員の配置

うち委託等の相談員 前年度末

人

相談員数

人

うち定数外の相談員 前年度末

前年度における雇止めの有無 無

前年度における首長表明の有無 有

前年度末 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数

人

人 今年度末予定 相談員数 人

相談員数



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

市町村事業計画様式

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

事業名（事業メニュー） 事業概要

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

事業経費

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

355 355 研修参加のための旅費及び負担金

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

報酬及び社会保険料（増額分）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

相談員のレベルアップのための研修参加旅費等
【交付金】

⑧消費生活相談体制整備事業
勤務年数等の要件により消費生活主任相談員（嘱
託）を新設し、報酬を増額

4,824 215 

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

- 

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

5,179 355 215 合計

年度都道府県名 長崎県 市町村名 諫早市 自治体コード 422045 平成 28



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存）

（強化） 交付金により相談員ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟを目的とする国民生活センター研修の参加回数を増やし、相談員の質的向上を図る。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化） 相談員としての勤務年数（5年超）等の要件により消費生活主任相談員（嘱託）を新設し、該当する消費生活相談員の報酬を増額し、処遇の改善を図る。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金等対象の賃料、人件費等 215                    千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

人

うち先駆的事業 千円

うち先駆的事業 千円

千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

人日

実施形態 自治体参加型 法人募集型

年間実地研修受入総日 人日

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

参加者数 人

年間研修総日数

25,815               

千円

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

1        215         

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

1        

対象人員数計 追加的総費用

前年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算

千円

千円

25,563             

570                 

千円

千円

千円

千円

25,563               

29,006               

20年度差

千円

前年度差 -318               千円-3,761             25,245             千円うち交付金等対象外経費



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

相談員数

人人 今年度末予定 相談員数

前年度における首長表明の有無 無

前年度末 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数

うち定数外の相談員 前年度末

前年度における雇止めの有無 無

人

①報酬の向上

消費生活相談員の配置

○

うち委託等の相談員 前年度末

人

相談員数

勤務年数（5年超）等の要件により消費生活主任相談員（嘱託）を新設
現在雇用中の相談員について、消費生活相談員 141,000円→消費生活主任相談員

1            

処遇改善の取組 具体的内容

1            

相談員数

今年度末予定 相談員数人 人

2            

人

2            

今年度末予定 相談員総数

今年度末予定

人

④その他

③就労環境の向上

○ 国民生活センター研修参加回数を1回から３回へ②研修参加支援



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

28 年度都道府県名 長崎県 市町村名 大村市 自治体コード 422053 平成

2,977 合計

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

10,365 2,186 - 

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

ファイナンシャルプランナー相談事業、啓発用チラ
シ等作成

1,236 1,236 - - 委託料、、需用費

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

2,497 - 相談員1人分、有資格者2人割増分

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

消費生活相談員研修会参加旅費等

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員賃金・社会保険料等 7,699 

950 950 - - 旅費、出席負担金

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

消費生活弁護士相談謝礼 480 480 - 

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

対象経費28年度
本予算

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

事業経費

交付金等対象経費

謝礼

事業名（事業メニュー） 事業概要

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

市町村事業計画様式

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

H２１年８月から新たに相談員１名を増員し、PIOーNET入力や相談件数増加に対応。また、専門相談員有資格者には報酬の引き上げを行う。

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 消費者被害防止のための情報が少なく、悪質商法の手口などの知識が乏しい市民が多い。

（強化） 多重債務相談の解消を図る。啓発ニュースの配布を行う。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 現行体制は１日６時間の非常勤相談員３名で相談体制が手薄であった。

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 国センの研修に参加できる体制も費用もなく、県主催等近隣開催の研修会のみ参加。

（強化） 相談員の相談技術向上のため、国セン主催の相談員専門研修等にも参加させる。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

相談員が弁護士からの法的助言を受け、消費者相談の早期解決を図る。

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存） 法律的知識を備えた者がおらず、弁護士の助言を受ける機会もない。

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金等対象外経費 25                   千円1,489              5,351              千円 20年度差 前年度差

3,862                 千円

千円

5,326              

5,163              

千円

千円

千円

千円

追加的総費用

10,339             前年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算

5,013              

千円

3        2,497      

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        1,458  

対象人員数
（報酬引上げ）

2        

対象人員数計

千円

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

実地研修受入人数

10,514             

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

千円

研修参加・受入要望

参加者数 人

実施形態 自治体参加型 法人募集型

うち先駆的事業 千円

うち先駆的事業

人

千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象の賃料、人件費等 2,497              千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 2,513              千円



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

④その他

③就労環境の向上

○ 国セン主催等の研修会参加支援により相談員のレベルアップを図る。②研修参加支援

○ 相談体制を整え、休暇の取得を容易にできるようにする。

人 人

4            

人

4            

処遇改善の取組

今年度末予定 相談員総数

今年度末予定

具体的内容

4            

相談員数

今年度末予定 相談員数

4            

①報酬の向上

消費生活相談員の配置

○

うち委託等の相談員 前年度末

人

相談員数

有資格専門相談員には賃金を引き上げる。

人

うち定数外の相談員 前年度末

前年度における雇止めの有無 無

前年度における首長表明の有無 有

前年度末 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数

人

人 今年度末予定 相談員数 人

相談員数



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

市町村事業計画様式

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

【交付金】執務に必要な参考図書を購入するため
の経費

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

事業名（事業メニュー） 事業概要

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

交付金等対象経費

【FP相談業務委託料】　74,520円（年5人）

27 27 

対象経費28年度
本予算

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

【参考図書】　　27,000円

事業経費

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

【交付金】ファイナンシャルプランナーを採用する
ための経費（委託契約）

75 75 

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

138 138 

【県センター研修】46,170円
消費者問題研修会外9回　5,130円×9回
【国民生活センター研修】89,916円
専門・事例講座（神奈川県）89,916円×1回
【テキスト代】　1,420円

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

【消費生活相談員】
報酬・共済費　2,038,000円
【常設市民相談員】
報酬・共済費　1,214,000円

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

【交付金】相談員の消費生活相談のスキルアップ
のための研修参加旅費およびテキスト代

⑧消費生活相談体制整備事業
【交付金】消費生活相談員及び、PIO-NET入力等
相談員の事務補助員の報酬、賃金及び共済費

3,252 

135 135 

1,626 

【啓発用パンフレット】
15,000部　127,200円
【大島巡回相談】
1,300円×6回＝7,800円

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

【交付金】高齢者を対象とした消費生活啓発用品
の作成経費。
離島（大島）に地区における移動消費生活相談窓
口を開設する経費。

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

- 

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

3,627 300 1,701 合計

年度都道府県名 長崎県 市町村名 平戸市 自治体コード 000207 平成 28



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化） 執務に必要な参考図書を充実させ、相談員のスキルアップと消費生活センター窓口の強化を図る。

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）
ファイナンシャルプランナーを採用することにより、相談者から収支、負債、家族構成や資産状況等の提供をうけ、将来のライフプランニングに即した資金
計画やアドバイスをすることができる。

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存）

（強化） 相談員の消費生活相談のスキルアップのため、県・国民生活センターが主催する研修などに参加予定。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化） 消費生活センターにおいて市民の相談をうける消費生活相談員を1名配置。また、PIO-NET入力等相談員の事務補助として1名配置。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存）

（強化）
振り込め詐欺等防止のため、高齢者を対象として消費生活啓発用品を配布し、振り込む前の確認の意識付けを図る。また、市内の各世帯へ啓発用チラ
シ（クーリングオフ制度について）を配付。大島地区（離島）については、移動消費生活相談窓口を開設し、消費生活啓発を図る。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金等対象の賃料、人件費等 3,252                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 3,260                 千円

人

うち先駆的事業 千円

うち先駆的事業 千円

千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

-        人日

実施形態 自治体参加型 法人募集型

年間実地研修受入総日 -        人日

実地研修受入人数 -        

研修参加・受入要望

参加者数 -        人

年間研修総日数

4,089                 

千円

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

2        3,252      

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

2        3,016  

対象人員数
（報酬引上げ）

-        

対象人員数計 追加的総費用

前年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算

3,260              

千円

千円

806                 

3,252              

千円

千円

千円

千円

4,066                 

-                       

20年度差

千円

前年度差 31                   千円837                 837                 千円うち交付金等対象外経費



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

相談員数

人人 今年度末予定 相談員数

前年度における首長表明の有無 有

前年度末 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数

うち定数外の相談員 前年度末

前年度における雇止めの有無 無

人

①報酬の向上

消費生活相談員の配置

うち委託等の相談員 前年度末

人

相談員数

2            

処遇改善の取組 具体的内容

2            

相談員数

今年度末予定 相談員数人 人

2            

人

2            

今年度末予定 相談員総数

今年度末予定

人

④その他

③就労環境の向上

○ 相談員の資質向上のため研修機会の確保と参加を支援する。②研修参加支援



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

28 年度都道府県名 長崎県 市町村名 松浦市 自治体コード 422088 平成

1,454 合計

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

4,704 1,607 - 

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者啓発用パンフレット、ＰＲ用表示板、消費生
活講座等により、消費生活に関する情報を提供
し、消費者の意識向上と悪質業者からの被害防止
を図る。

1,268 1,085 
イベント・講座用啓発パンフレット、啓発物資、書籍
車両用ＰＲ表示板作成、乗合バス・タクシー車外広告料

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

1,454 報酬、賃金、社会保険料

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

研修参加により相談員のスキルアップを図る。

⑧消費生活相談体制整備事業
専任相談員及び補助相談員を雇用し、相談に迅
速に対応する。

2,909 

527 522 研修参加のために必要な旅費、受講料、駐車料

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

対象経費28年度
本予算

27年度
補正予算

基金
（交付金相当

分）

事業経費

交付金等対象経費

事業名（事業メニュー） 事業概要

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

市町村事業計画様式

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

専任相談員及び補助相談員を配置し、市民の相談に迅速に対応できる窓口体制を確立する。

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 消費者行政パンフレットの配布や市内交通機関の車外広告による消費生活相談窓口のＰＲや消費者行政に関する啓発を実施

（強化） 高齢者を主とした講座の開催や啓発パンフレッのト世帯回覧、イベント等における配布により消費生活行政の啓発と被害防止を図る。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 嘱託職員１名、臨時職員１名（Ｈ2412.28退職）を雇用し、市役所開庁時間に合わせた相談対応の実施

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 専任相談員が研修に参加し、スキルアップを図る

（強化） 専任相談員、補助相談員及び行政職員が、研修参加によるスキルアップを図ることにより相談体制の充実・強化を図る。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金等対象外経費 66                 千円1,634              1,643              千円 20年度差 前年度差

9                       千円

千円

1,577              

3,061              

千円

千円

千円

千円

追加的総費用

4,726                 前年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算

3,149              

千円

2        2,909      

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

2        3,250  

対象人員数
（報酬引上げ）

1        

対象人員数計

千円

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

実地研修受入人数

4,704                 

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

千円

研修参加・受入要望

参加者数 人

実施形態 自治体参加型 法人募集型

うち先駆的事業 千円

うち先駆的事業

人

千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,454                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,391                 千円



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

④その他

③就労環境の向上

○ 知識・経験のスキルアップを図るため、研修等に積極的に参加させる②研修参加支援

人 人

2            

人

2            

処遇改善の取組

今年度末予定 相談員総数

今年度末予定

具体的内容

2            

相談員数

今年度末予定 相談員数

2            

①報酬の向上

消費生活相談員の配置

○

うち委託等の相談員 前年度末

人

相談員数

135,500円→136,000円（500円のアップ）

人

うち定数外の相談員 前年度末

前年度における雇止めの有無 無

前年度における首長表明の有無 有

前年度末 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数

人

人 今年度末予定 相談員数 人

相談員数



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

市町村事業計画様式

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

消費生活関連書籍の購入により相談能力の拡充
を図る。

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

事業名（事業メニュー） 事業概要

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

交付金等対象経費

15 15 

対象経費28年度
本予算

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

書籍代【交付金】

事業経費

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

408 408 出張旅費【交付金】

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

報酬【交付金】、社会保険料【交付金】

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

研修参加支援により相談員のレベルを上げる。

⑧消費生活相談体制整備事業 相談員の雇用継続により相談体制を整備する。 2,077 

2,594 2,594 

1,035 

消耗品費、役務費【交付金】

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者啓発資料の配布により市内の消費者の安
全を確保する。

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

- 

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

5,094 3,017 1,035 合計

年度都道府県名 長崎県 市町村名 対馬市 自治体コード 422096 平成 28



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化） 消費者行政関連書籍の購入

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存）

（強化） 消費生活相談員、担当行政職員の研修参加

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化） 消費生活相談員の雇用継続

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存）

（強化） 消費者行政啓発資料等の作成・配布

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,039                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,134                 千円

人

うち先駆的事業 千円

うち先駆的事業 千円

千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

人日

実施形態 自治体参加型 法人募集型

年間実地研修受入総日 人日

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

参加者数 人

年間研修総日数

5,091                 

千円

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

1        2,077      

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        1,631  

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

前年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算

4,939              

千円

千円

1,620              

4,052              

千円

千円

千円

千円246                    

6,559                 

221                    

20年度差

千円

前年度差 -582               千円817                 1,038              千円うち交付金等対象外経費



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

相談員数

人人 今年度末予定 相談員数

前年度における首長表明の有無 有

前年度末 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数

うち定数外の相談員 前年度末

前年度における雇止めの有無 無

人

①報酬の向上

消費生活相談員の配置

○

うち委託等の相談員 前年度末

人

相談員数

消費生活相談員の独自の報酬体系を作成し、報酬向上を図る

1            

処遇改善の取組 具体的内容

1            

相談員数

今年度末予定 相談員数人 人

1            

人

1            

今年度末予定 相談員総数

今年度末予定

人

④その他

③就労環境の向上

○ 消費生活相談員の研修参加を積極的に促し、また条例を制定・施行②研修参加支援

○ 相談室の担当課内の移設により担当職員との連携を強くしている



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

28 年度都道府県名 長崎県 市町村名 壱岐市 自治体コード 422100 平成

- 合計

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

815 815 - 

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者行政啓発グッズ等の作成
消費者行政講演会の開催

374 374 
啓発グッズの作成
講師旅費・謝礼金

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

消費生活相談員等の研修参加支援によるレベル
アップ

⑧消費生活相談体制整備事業

441 441 研修会参加費

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

対象経費28年度
本予算

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

事業経費

交付金等対象経費

事業名（事業メニュー） 事業概要

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

市町村事業計画様式

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 消費者行政問題啓発パンフレット及びグッズの作成・消費者被害を防止するため消費者行政問題の教育に取り組む

（強化） 消費者行政問題啓発グッズ等の作成・消費者被害防止に向けた講演会を開催する

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 相談員のスキル向上を図り、県の消費者センターに任せていた案件を地元で対応できる体制をつくる

（強化） 相談員のスキルアップおよび消費生活専門相談員の資格取得のために研修講座を受講

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金等対象外経費 前年度差 -                    千円-                    -                    千円 20年度差

-                    

千円

1,100                 

815                 

千円

千円

千円

追加的総費用

前年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算

1,100              

千円

千円

千円

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計

千円

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

実地研修受入人数

815                    

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

千円

研修参加・受入要望

参加者数 人

実施形態 自治体参加型 法人募集型

うち先駆的事業 千円

うち先駆的事業

人

千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

④その他

③就労環境の向上

②研修参加支援

人 人

1            

人

1            

1            今年度末予定 相談員総数

今年度末予定

具体的内容

1            

相談員数

今年度末予定 相談員数

①報酬の向上

消費生活相談員の配置

うち委託等の相談員 前年度末

人

相談員数

処遇改善の取組

人

うち定数外の相談員 前年度末

前年度における雇止めの有無 無

前年度における首長表明の有無 有

前年度末 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数

人

人 今年度末予定 相談員数 人

相談員数



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

市町村事業計画様式

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

事業名（事業メニュー） 事業概要

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

事業経費

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

814 814 相談員及び担当職員の研修旅費及び受講料

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

相談体制強化のために増員した相談員の報酬及び共
済費

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

消費生活相談員及び担当職員の研修参加費支
援事業

⑧消費生活相談体制整備事業 相談体制を強化するための整備事業 4,694 

940 940 

2,314 

リーフレット等の購入及び出前講座等の船借上料

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者啓発用資料の購入による活性化事業

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

- 

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

6,448 1,754 2,314 合計

年度都道府県名 長崎県 市町村名 五島市 自治体コード 422118 平成 28



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 国民生活センター、県及びその他団体が開催するの研修会参加（旅費及び受講料）

（強化） 例年どおり

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 相談員を２名体制としたことに伴う増員分の報酬及び共済費

（強化） 例年どおり

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 出前講座を含む消費者啓発用の資料購入

（強化） 例年どおり

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金等対象の賃料、人件費等 2,314                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 2,263                 千円

人

うち先駆的事業 -                       千円

うち先駆的事業 -                       千円

-                       千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

人日

実施形態 自治体参加型 法人募集型

年間実地研修受入総日 人日

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

参加者数 人

年間研修総日数

7,621                 

千円

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

2        4,694      

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        1,300  

対象人員数
（報酬引上げ）

1        

対象人員数計 追加的総費用

前年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算

4,008              

千円

千円

3,496              

4,068              

千円

千円

千円

千円-                       

7,504                 

3,189                 

20年度差

千円

前年度差 57                   千円364                 3,553              千円うち交付金等対象外経費



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

相談員数

人人 今年度末予定 相談員数

前年度における首長表明の有無 有

前年度末 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数

うち定数外の相談員 前年度末

前年度における雇止めの有無 無

人

①報酬の向上

消費生活相談員の配置

○

うち委託等の相談員 前年度末

人

相談員数

年齢区分（42歳以上～45歳未満）→（45歳以上～48歳未満）変更に伴う報酬の増額

2            

処遇改善の取組 具体的内容

2            

相談員数

今年度末予定 相談員数人 人

2            

人

2            

今年度末予定 相談員総数

今年度末予定

人

④その他

③就労環境の向上

○ 相談能力向上のために国民生活センター、県及びその他団体が開催する研修会への参加支②研修参加支援



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

28 年度都道府県名 長崎県 市町村名 西海市 自治体コード 422126 平成

1,049 合計

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

3,319 1,221 - 

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費生活啓発 935 935 消費生活啓発用消耗品

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

1,049 相談員報酬、社会保険料、雇用保険料

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

消費生活研修会参加

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員人件費 2,098 

286 286 国、県等主催の研修会参加旅費

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

対象経費28年度
本予算

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

事業経費

交付金等対象経費

事業名（事業メニュー） 事業概要

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

市町村事業計画様式

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

例年どおり

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 市民団体からの要請等による講座を適宜開催し、消費生活に係る啓発強化を図る

（強化） 例年どおり

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費生活相談員を配置することにより、相談体制の強化を図る

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 消費生活相談員が、必要な研修に参加することにより、相談員の質を高め、相談時における敏速な対応を図る

（強化） 例年どおり

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金等対象外経費 157                 千円1,391              1,460              千円 20年度差 前年度差

69                     千円

千円

-                       

1,303              

2,270              

千円

千円

千円

千円

追加的総費用

2,840                 前年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算

1,537              

千円

1        2,098      

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        1,440  

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計

千円

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

実地研修受入人数

3,730                 

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

千円

研修参加・受入要望

参加者数 人

実施形態 自治体参加型 法人募集型

うち先駆的事業 -                       千円

うち先駆的事業 -                       

人

-                       千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,049                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,040                 千円



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

④その他

③就労環境の向上

○ 国・県以外の民間研修へも積極的に参加する②研修参加支援

人 人

1            

人

1            

処遇改善の取組

今年度末予定 相談員総数

今年度末予定

具体的内容

1            

相談員数

今年度末予定 相談員数

1            

①報酬の向上

消費生活相談員の配置

うち委託等の相談員 前年度末

人

相談員数

人

うち定数外の相談員 前年度末

前年度における雇止めの有無 無

前年度における首長表明の有無 有

前年度末 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数

人

人 今年度末予定 相談員数 人

相談員数



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

市町村事業計画様式

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

事業名（事業メニュー） 事業概要

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

事業経費

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

698 698 
消費生活相談員及び消費者行政担当職員が消費者行
政に係る研修に参加するために必要な旅費、研修費、
及び教材費。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

消費生活相談員（非常勤職員）２名分の報酬、費用弁
償、社会保険料（雇用主負担分）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

消費者行政担当者及び消費生活相談員のレベル
アップのための研修参加旅費

⑧消費生活相談体制整備事業
消費者行政担当者（常勤職員を除く）の人件費（２
名分）

4,819 

609 609 

2,409 

消費者教育・啓発に必要な教材の購入費、図書購入
費、広告入り窓口封筒印刷代

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者問題解決力強化のための消費者行政関連
書籍の購入、消費者啓発並びに消費生活セン
ター周知のための冊子、リーフレット及び郵便局窓
口設置用の広告入り封筒の作成

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

- 

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

6,126 1,307 2,409 合計

年度都道府県名 長崎県 市町村名 雲仙市 自治体コード 422134 平成 28



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 国民生活センター、県が開催する研修会に参加する。

（強化） 県外で開催される国民生活センター主催等の各種研修への参加回数を増やし、消費生活相談員等のレベルアップを図る。

⑧消費生活相談体制整備事業

（既存）
消費生活センター設置（平成２２年４月）、消費者ホットラインによる相談件数の増加、PIO-NET設置に伴う業務量の増加に対応するため消費生活専門の
相談員を２名配置する。

（強化） 相談体制を維持する。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存）
市広報紙、HPに啓発記事を掲載。啓発リーフレット等を作成し、市内全戸に配布し消費者被害の未然防止、拡大防止を図る。
新成人に対して消費者教育用啓発冊子を成人式で配布し、若者の消費者被害の未然防止を図る。

（強化）
出前講座用の教材（リーフレット）を作成し、消費者被害の未然防止を図る。消費生活センターの広告を印刷した郵便局の「窓口現金封筒」を市内郵便局
窓口に配置し、周知及び啓発を図る。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金等対象の賃料、人件費等 2,409                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 2,375                 千円

人

うち先駆的事業 千円

うち先駆的事業 千円

千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

人日

実施形態 自治体参加型 法人募集型

年間実地研修受入総日 人日

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

参加者数 人

年間研修総日数

6,619                 

千円

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

2        4,819      

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

2        3,675  

対象人員数
（報酬引上げ）

-        

対象人員数計 追加的総費用

前年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算

3,914              

千円

千円

2,743              

3,716              

千円

千円

千円

千円

6,657                 

2,332                 

20年度差

千円

前年度差 160                 千円571                 2,903              千円うち交付金等対象外経費



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

相談員数

人人 今年度末予定 相談員数

前年度における首長表明の有無 有

前年度末 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数

うち定数外の相談員 前年度末

前年度における雇止めの有無 無

人

①報酬の向上

消費生活相談員の配置

うち委託等の相談員 前年度末

人

相談員数

2            

処遇改善の取組 具体的内容

2            

相談員数

今年度末予定 相談員数人 人

2            

人

2            

今年度末予定 相談員総数

今年度末予定

人

④その他

③就労環境の向上

○
資質向上に必要な研修会への参加を積極的に支援するとともに、研修に参加しやすい環境
を整備する。

②研修参加支援



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

28 年度都道府県名 長崎県 市町村名 南島原市 自治体コード 422142 平成

2,479 合計

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

5,666 708 - 

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

センター周知用チラシ及びポスター作成、配付
啓発物品の作成、配付

418 418 

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

2,479 

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

県及び国民生活センター等が実施する研修への
旅費支援

⑧消費生活相談体制整備事業 専門的知識を持った相談員2名の配置 4,958 

290 290 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

対象経費28年度
本予算

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

事業経費

交付金等対象経費

事業名（事業メニュー） 事業概要

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

市町村事業計画様式

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

専任の相談員を2名配置する。

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 啓発は、県センターから送付される情報誌での啓発。

（強化）
消費生活船体周知のためのポスター及びチラシを作成し、市内各世帯に配付。出前講座を実施し、啓発物品を配付する。市イベント時等でも啓発物品
を配付する。のぼり旗や啓発物品を用いて消費者月間のPRを行う。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 他業務と兼務の職員が相談対応。

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 県内の研修のみ参加。研修の回数及び内容が限られていた。

（強化） 相談員及び相談従事職員が、県及び国民生活センター等が実施する研修へ参加させるための旅費支援。

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金等対象外経費 -77                 千円3,147              3,299              千円 20年度差 前年度差

152                    千円

千円

-

3,376              

3,187              

千円

千円

千円

千円

追加的総費用

6,561                 前年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算

3,185              

千円

2        4,958      

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

2        3,645  

対象人員数
（報酬引上げ）

-

対象人員数計

千円

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

実地研修受入人数

6,486                 

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

千円

研修参加・受入要望

参加者数 人

実施形態 自治体参加型 法人募集型

うち先駆的事業 - 千円

うち先駆的事業

人

千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象の賃料、人件費等 2,479                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 2,477                 千円



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

④その他

③就労環境の向上

○ 旅費を支援することにより、研修の機会を確保。②研修参加支援

人 人

2            

- 人

2            

処遇改善の取組

今年度末予定 相談員総数

今年度末予定

具体的内容

2            

相談員数

今年度末予定 相談員数

2            

①報酬の向上

消費生活相談員の配置

うち委託等の相談員 前年度末

人

相談員数

人

-

うち定数外の相談員 前年度末

前年度における雇止めの有無 無

前年度における首長表明の有無 有

前年度末 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数

人

- 人 今年度末予定 -相談員数 人

相談員数



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

市町村事業計画様式

事業名（事業メニュー） 事業概要

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

対象経費28年度
本予算

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

事業経費

交付金等対象経費

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

国民生活センター等の開催する研修へ担当職員
等を参加させ、相談業務のスキルアップを図る【交
付金】

178 178 旅費、研修費及び教材費

⑧消費生活相談体制整備事業

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

合計 178 178 - - 

年度都道府県名 長崎県 市町村名 長与町 自治体コード 423076 平成 28



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

（強化）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 国民生活センター等の開催する研修へ担当職員等を参加させる。

（強化） 国民生活センター等の開催する研修へ担当職員等を参加させ、相談対応のスキルアップを図る。

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金等対象の賃料、人件費等

千円

千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち先駆的事業 千円

うち先駆的事業

実施形態 自治体参加型 法人募集型

人日

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

参加者数 人

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日

236                    

千円

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

前年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

178                 

522                    

344                 

178                 

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

うち交付金等対象外経費

159                    

20年度差 前年度差 -286               千円-101               58                   千円



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

今年度末予定 人相談員数

前年度における首長表明の有無 有

前年度末 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数

うち定数外の相談員 前年度末

前年度における雇止めの有無 無

人

人

相談員数

1            

今年度末予定

①報酬の向上

消費生活相談員の配置

うち委託等の相談員 前年度末

人

1            

人

1            

今年度末予定 人相談員総数

相談員数

相談員数

④その他

③就労環境の向上

②研修参加支援

人 今年度末予定

処遇改善の取組 具体的内容

1            

相談員数 人



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

市町村事業計画様式

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

事業名（事業メニュー） 事業概要

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

事業経費

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

140 140 研修旅費

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

研修会への参加で、相談員のレベルアップを図る

⑧消費生活相談体制整備事業

300 300 講師謝礼、講習会資料購入

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者行政啓発講座の開催により、高齢者等の
消費者トラブルの未然防止に努める。

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

- 

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

440 440 - 合計

年度都道府県名 長崎県 市町村名 東彼杵町 自治体コード 423211 平成 28



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 国民生活センター及び県が開催する研修会へ参加している。

（強化） 相談員の更なるレベルアップを図りたいという理由から、研修会参加支援を行う。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 消費者行政啓発活動を実施している。

（強化） 高齢者等を狙った複雑巧妙化する被害に対応する為、地域・集落単位での啓発活動の一層の強化を図る。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

人

うち先駆的事業 千円

うち先駆的事業 千円

千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

人日

実施形態 自治体参加型 法人募集型

年間実地研修受入総日 人日

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

参加者数 人

年間研修総日数

2,946                 

千円

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

前年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算

440                 

千円

千円

2,360              

440                 

千円

千円

千円

千円

2,800                 

20年度差

千円

前年度差 146                 千円2,506              2,506              千円うち交付金等対象外経費



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

相談員数

人人 今年度末予定 相談員数

前年度における首長表明の有無 有

前年度末 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数

うち定数外の相談員 前年度末

前年度における雇止めの有無 無

人

①報酬の向上

消費生活相談員の配置

うち委託等の相談員 前年度末

人

相談員数

1            

処遇改善の取組 具体的内容

1            

相談員数

今年度末予定 相談員数人 人

1            

人

1            

今年度末予定 相談員総数

今年度末予定

人

④その他

③就労環境の向上

○ 相談員のレベルアップのため、国民生活センター等への研修参加を支援する。②研修参加支援



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

市町村事業計画様式

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

事業名（事業メニュー） 事業概要

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

事業経費

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

258 258 研修旅費、研修受講料

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

研修への参加を通じ、担当職員の知識向上、時事
問題等への対応能力の強化を図る

⑧消費生活相談体制整備事業

1,491 1,491 
ファイナンシャルプランニング業務委託料、啓発カレン
ダー作成業務

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

ファイナンシャルプランナーによる多重債務者を中
心とした相談支援、消費者啓発カレンダー作成に
より、消費者の安心・安全の確保を図る

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

高齢消費者をターゲットにした悪質な電話勧誘に対し、
通話録音装置を住民へ貸与し、被害拡大防止を図る

324 324 通話録音装置購入費

- 

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

2,073 2,073 - 合計

年度都道府県名 長崎県 市町村名 波佐見町 自治体コード 423238 平成 28



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存）
多様化・複雑化する消費者相談対応のため、国民生活センター及び県主催の研修会参加。新たな専門知識の習得、時事問題への対応能力強化を図
る。

（強化）

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 多重債務者等を対象に年12回ファイナンシャルプランナー相談会を開催。消費者被害・対策・相談窓口を掲載したカレンダーを作成し、全世帯配布。

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存） 高齢者をターゲットにした悪質な電話勧誘に対し、通話録音装置を住民に貸与し、被害の拡大防止を図る。

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

人

うち先駆的事業 324                    千円

うち先駆的事業 324                    千円

千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

人日

実施形態 自治体参加型 法人募集型

年間実地研修受入総日 人日

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

参加者数 人

年間研修総日数

2,114                 

千円

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計 追加的総費用

前年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算

1,923                 

千円

千円

564                    

2,073                 

千円

千円

千円

千円

2,487                 

180                    

20年度差

千円

前年度差 -523                  千円-139                  41                     千円うち交付金等対象外経費



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

相談員数

人-            人 今年度末予定 -            相談員数

前年度における首長表明の有無 有

前年度末 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数

うち定数外の相談員 前年度末

前年度における雇止めの有無 無

人

-            

①報酬の向上

消費生活相談員の配置

うち委託等の相談員 前年度末

人

相談員数

-            

処遇改善の取組 具体的内容

-            

相談員数

今年度末予定 相談員数人 人

-            

-            人

-            

今年度末予定 相談員総数

今年度末予定

人

④その他

③就労環境の向上

②研修参加支援



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

28 年度都道府県名 長崎県 市町村名 小値賀町 自治体コード 423831 平成

360 合計

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

1,026 306 - 

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

啓発活動用車両等を活用し、各地区の集会施設
へ出向いての被害防止講座及び移動相談を実施
する

100 100 - - 消費者被害防止の為の住民への周知活動

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

360 - 消費者行政担当者（常勤職員を除く）配置

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

研修参加旅費

⑧消費生活相談体制整備事業 専任相談員を１名配置する 720 

206 206 - - 消費者行政に係る研修参加支援

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

対象経費28年度
本予算

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

事業経費

交付金等対象経費

事業名（事業メニュー） 事業概要

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

市町村事業計画様式

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

専任相談員を１名配置し、相談窓口の機能強化・充実を図る。

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 啓発活動、巡回相談活動用車両１台

（強化） 啓発活動、巡回相談活動用車両を活用した各地区の集会施設へ出向いての被害防止講座及び移動相談

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） なし

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 相談員及び担当者研修参加支援

（強化） 相談員専門研修及び担当者研修参加支援

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金等対象外経費 124                 千円492                 515                 千円 20年度差 前年度差

23                     千円

千円

391                 

666                 

千円

千円

千円

千円

追加的総費用

1,031                 前年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算

640                 

千円

1        720         

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        900     

対象人員数
（報酬引上げ）

対象人員数計

千円

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

実地研修受入人数

1,181                 

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

千円

研修参加・受入要望

参加者数 人

実施形態 自治体参加型 法人募集型

うち先駆的事業 千円

うち先駆的事業

人

千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象の賃料、人件費等 360                    千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 300                    千円



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

④その他

③就労環境の向上

○ スキルアップのための相談員専門研修及び担当者研修参加にかかる旅費を支給。②研修参加支援

人 人

1            

人

1            

処遇改善の取組

今年度末予定 相談員総数

今年度末予定

具体的内容

1            

相談員数

今年度末予定 相談員数

1            

①報酬の向上

消費生活相談員の配置

うち委託等の相談員 前年度末

人

相談員数

人

うち定数外の相談員 前年度末

前年度における雇止めの有無 無

前年度における首長表明の有無 有

前年度末 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数

人

人 今年度末予定 相談員数 人

相談員数



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

市町村事業計画様式

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

事業名（事業メニュー） 事業概要

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

交付金等対象経費

対象経費28年度
本予算

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

事業経費

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

194 194 - - 普通旅費194,000円

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

報酬月額160,000円×12月
社会保険料22,250円×12月

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

担当職員、相談員の技能向上、知識習得を目
的として各種研修、研究会等へ参加します。【交
付金】

⑧消費生活相談体制整備事業
住民からの相談業務に対応するため、相談員1
名を嘱託雇用します。【交付金】

2,187 - 

426 426 - - 

1,093 - 

消耗品費48,000円
印刷製本費378,000円

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

住民向け啓発チラシを成配布します。また、出
張出前講座用資料を購入配布します。【交付
金】

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

- 620 1,093 合計

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

2,807 

年度都道府県名 長崎県 市町村名 佐々町 自治体コード 423912 平成 28



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

（既存）
③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 各種外部研修に参加し、消費生活問題に関する知識を習得することで、様々な事案に対応できる技能を養成している。

（強化） 引き続き、各種外部研修に参加し、消費生活問題に関する知識を更に深め、より複雑、困難な相談にも対応できる技能を養成する。

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 消費生活問題に対する常駐専門の職員（嘱託）を配置している。

（強化） 引き続き、消費生活問題に対する常駐専門の職員（嘱託）を配置する。

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 消費生活問題に関する啓発チラシを作成配布し、被害予防を図っている。

（強化） 複雑多様化する消費生活問題をより解りやすく表現した啓発チラシ等を作成配布または購入配布し、被害予防を図る。

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,093                 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 1,213                 千円

人

うち先駆的事業 -                       千円

うち先駆的事業 -                       千円

-                       千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

人日

実施形態 自治体参加型 法人募集型

年間実地研修受入総日 人日

実地研修受入人数

研修参加・受入要望

参加者数 人

年間研修総日数

2,825                 

千円

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

1        2,187      

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

1        1,508  

対象人員数
（報酬引上げ）

-        

対象人員数計 追加的総費用

前年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算

1,485              

千円

千円

1,093              

1,713              

千円

千円

千円

千円-                       

2,578                 

-                       

20年度差

千円

前年度差 19                   千円1,112              1,112              千円うち交付金等対象外経費



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

相談員数

人人 今年度末予定 相談員数

前年度における首長表明の有無 有

前年度末 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数

うち定数外の相談員 前年度末

前年度における雇止めの有無 無

人

①報酬の向上

消費生活相談員の配置

うち委託等の相談員 前年度末

人

相談員数

1            

処遇改善の取組 具体的内容

1            

相談員数

今年度末予定 相談員数人 人

1            

人

1            

今年度末予定 相談員総数

今年度末予定

人

④その他

③就労環境の向上

○ 前年度と同程度の予算額（旅費）を確保し研修等の参加を支援する。②研修参加支援



０．基本データ

１．今年度に実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

28 年度都道府県名 長崎県 市町村名 新上五島町 自治体コード 424111 平成

895 合計

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

2,436 645 - 

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

消費者被害防止のための啓発を図る【交付金】 84 84 

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

895 

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

消費者行政に携わる職員及び相談員の研修参加
支援【交付金】

⑧消費生活相談体制整備事業 消費生活相談員（専任）の確保【交付金】 1,791 

540 540 　

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

21 21 

対象経費28年度
本予算

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

事業経費

交付金等対象経費

事業名（事業メニュー） 事業概要

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

市町村事業計画様式

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

相談窓口を拡充し、相談事業の強化を図る【交付
金】

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）



２．推進事業及び活性化事業（交付金等）の詳細

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

（既存）

（強化）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

専門の消費生活相談員の任用の継続。新規相談員の任用による、持続的な相談体制の確保。

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（既存）

（強化）

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

（強化）

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

（既存） 高齢者等向けの悪質商法による被害の未然防止を目的としたパンフレット作成

（強化） 既存の事業を継続し、新上五島町消費者被害防止ネットワーク等を活用し、高齢者のみならず全世代の消費者教育・啓発を図る

⑧消費生活相談体制整備事業
（既存） 複雑・多様化する相談に対応するため専門の消費生活相談員の任用

（強化）

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

（既存） 消費者行政に携わる消費生活相談員及び行政職員の研修会参加への旅費等の支援

（強化） 既存事業を継続し、消費生活相談員等のレベルアップを図る

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）
（既存）

（強化）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

（既存）

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）
（既存）

（強化）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

（既存）

（強化）

事業名 基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

（既存） 相談窓口の拡充、相談事業の強化

（強化） 既存の事業を継続し、相談事業の強化を図る



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円

５．消費者行政予算について

うち交付金等対象外経費 368                 千円896                 896                 千円 20年度差 前年度差

千円

千円

528                 

1,540              

千円

千円

千円

千円

追加的総費用

1,469                 前年度の消費者行政予算

平成20年度の消費者行政予算

941                 

千円

2        1,791      

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

2        2,015  

対象人員数
（報酬引上げ）

1        

対象人員数計

千円

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象外経費

今年度の消費者行政予算

うち交付金等対象経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

実地研修受入人数

2,436                 

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

千円

研修参加・受入要望

参加者数 人

実施形態 自治体参加型 法人募集型

うち先駆的事業 千円

うち先駆的事業

人

千円うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等 千円



６．消費生活相談員の配置について

７．消費生活相談員の処遇改善に向けた取組

８．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

④その他

③就労環境の向上

○ 相談員の消費者行政に係る研修に参加するための旅費等の支援②研修参加支援

人 人

2            

人

2            

処遇改善の取組

今年度末予定 相談員総数

今年度末予定

具体的内容

1            

相談員数

今年度末予定 相談員数

1            

①報酬の向上

消費生活相談員の配置

○

うち委託等の相談員 前年度末

人

相談員数

人事院勧告に基づく報酬単価の改定

人

うち定数外の相談員 前年度末

前年度における雇止めの有無 無

前年度における首長表明の有無 有

前年度末 相談員総数

うち定数内の相談員 前年度末 相談員数

人

人 今年度末予定 相談員数 人

相談員数
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